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北 原 勇 著  

『現代資本主義における所有と決定』

(1984年，岩波言店，XIX+441頁，2, 800円）

1. 意 ま

株式会社の所有と支配をめぐる問題は古くして，新 

しい問題であり，そしてマルクス経済学者と非マルク 

ス経済学者によって，珍しく共通のテーマとしてこれ 

まで論じられてきた。最近の欧米における"マルクス 

. ル ネ ッ サ ン ス " といわれる状況のなかで，このチー 

マが大きく取上げられていろが，日本でもまたこの問 

題に対する関心が高まり，若い研究者を引き付けてい 

る。ところが最近の日本におけるこの間題への関心は， 

かつてのように抽象論として株式会社論を展開すると 

いうのではなく，現実的な問題関心から出発している。 

それは "企業王国" といわれるような状況が現出し， 

大企業がわれわれの生活をすべてコントロ一ルするよ 

うな状態になっているなかで，その企業をいったいだ 

れが支配していろのか，という問題が多くの人によっ 

て問いかけられているからである。その意味で，近年， 

不振と不毛，行詰りと破産が宣告されている経済学が 

もし再生しようとするなら，そのひとつの契機はこの 

問題の研究からではないかと思われる。

そういう期待が多くの，ではないにしてもかなりの 

人によって抱かれているところへ北原勇氏の『現代資 

本主義における所有と決定』が現われた。そのこと自 

体がひとつの事件といえるかもしれない。「この問題 

について何一'̂ 3̂専門的な研究もしたこともなけれぱ論 

文を書いたこともない」（まえがき）という著者がわず 

か数年間でこのような大作を完成されたことは，その 

ことだけでも研究者に大きな刺激と勇気を与える。読 

者は441頁というボリュームに圧倒されろだけでなく， 

このテーマに関する欧米の文献が博弓I 旁誰されている 

ことに驚かされろであろう。ともあれこの本は量的に 

も質的にも第一級の著作として評価されるだろうし， 

また今後この問題について研梵しようと思う人がまず 

読むべき本として長く残るだろう。このように評価し

たうえで，いくつかの重要な問題点について私が疑問 

に思ったところを以下述べることにする。

2. 「会社それ自体Jをめぐって

この本を貫いている~•本の筋，というよりキーヮー 

ドは「会社それ自体」という概念である。この概念が 

もし否定されたら，この本は全く意味を失う，といっ 

てもよいほど， それは重要なものである。「問題解明

の鍵---『会社それ自体』による所有と支配」という

見出しで，序章において早くもつぎのように述べられ 

ている。「個人的所有者*支配者の存在しない現代の 

独占的巨大企業においては，自然人ではなく『会社そ 

れ自体』が現実資本の直接的所有主体であり，その所 

有にもとづく支配力をもつ経済主体であり，それゆえ 

にまた行動主体でもあるのである」 〔I7頁)。ではいっ 

たい株主はどうなるのか。株主は現実資本を間接的に 

所有しているのであり，ここで「会社それ自体」によ 

る直接的所有と株主による間接的所有に，所有が二重 

化しているのだという。これだけならごく当り前のこ 

とをいっているにすぎないように思えるのだが，問題 

はこの二重化の意味である。株式会社が法人格を与え 

られている以上，現実資本を所有するのは株式会社で， 

株主はそれを間接的に所有しているというのはごく常 

識的な理解だ。ところが北原氏の場合はそうではない。 

株式会社という法的形式が生まれたその段階で「株主 

の所有権の実質の一部が失われ，その反面，『会社そ 

れ自体』による所有が一定の実質をそなえている」〔96 

頁）というのである。 そこでは r株式会社における株 

主の所有（権）の実質が一部損なわれている」〔971 0 と 

もいわれろ。これは直接的所有と間接的所有への所有 

の二重化というよりも，株主と「会社それ自体」への 

所有の分裂，あるいは分割ということではないか。

株式会社では株主はいったん出資したものを引上げ 

ることはできない力*、，「そのかぎりで株主の意思の完 

全支配下からはなれたものとなっている」。「そしてこ 

の株主の所有から欠落した実質は，他の誰にでもなく， 

法形式上の企業資産の直接的所有者たる会社自体に移 

る以外にはない」（100頁）といわれる力;，このような 

所有の分裂，分割はさらに株ま分散によっていっそう 

進行する。株式分散が進めばrすべての株主は，株式 

所有にもとづ、、て会社支配を行なっていく可能性がな 

いため，会社の意思決定，企業活動への支配に積極的
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評

に参加する意欲を欠き，株主総会は形骸化するであろ 

う。株主の所有権の変形ともみられる会社管理への間 

接的参加権は大部分その実質を失う。その失われた実 

質は，このばあい大株主にではなく，会社それ自体の 

手に移る」（107H)。従来のマルクス経済学者が株式分 

散によって，少数の大株主に支配後が集中するといっ 

たものを，北原氏は大株主にではなく，r会社それ自 

体」に支配権が移るというのである。

これまで法学者や経済学者たちが経済的（あるいは 

実質的）所有と法參的（あるいは形式的所有）への所有の 

二重イヒというようにとらえてきたものを，北原氏は株 

主と「会社それ自体」への所有の分裂,.分割とみると 

ころにその為激がある。ということは，北原氏におい 

ては株主と「会社それ自体」が同列に置かれ，同次元 

で所有の奪い合いをしているという考え方である。そ 

して株式会社の出発点からすでに株主の所有権の一部 

力’、「会社それ自体」によって奪われていたが，株式分 

散によってそれがいっそう徹底していき，株主はもは 

や所有権を失っていくというのである。ではいったい 

株主と同一次元に置かれる「会社それ自体」とはなに 

力、。そもそも株主のいない「会社それ自体」など存在 

するはずがないにもかかわらず，これが株主と所有を 

争奪するというのは奇妙ではないか。現実資本を所有 

しているのは会社であるが，その会社をだれが所有し 

ているのか，ということが問われている時に「それは 

『会社それ自体』である」といったのでは，それは力 

ントの「物自体」（Ding an sich) と同じような観念論 

になるのではないか。キーワードになっている「会社 

それ自体」という場合の「会社」の内容はいったいな 

になのか，それこそが問われなけれぱならないのだが， 

そうすると問題は振り出しに戾ってしまう。もともと 

「会社それ自体」という概念は，ラテナウやハウスマ 

ンの"Unternehmen an sich"から出てきたもので， 

かつてはナチスの理論として流行したものである。そ 

れだけにこの概念の理論史には好余曲折があるのだが， 

これだけ外国文献を博引旁証するのであれぱ，この概 

念の理論史を展開する必要があったのではないか。北 

原氏が「会社それ自体」という場合の「会社」とはい 

ったいどういう内容のものなのか。実はこれこそが問 

題だったのではないか，という疑念は最後まで残る。

3 . 株式分散か集中か？

「会社それ自体」が所有の主体になるのだから，当 

然のことながら会社= 資本家ということになる。「現 

代巨大企業における個人『資本家』にあたる存在が 

『会社それ自体』であるということは，現代巨大金業 

では，労働者を雇用し，支配し，剰余労働を行なわせ， 

労働の成果を取得し蓄積していく主体が『会社それ自 

体』であるということでもある」（233頁）という。もゥ 

とも，「会社それ自体」が資本家であるといったので 

は，資本家は存在しないという主張とあまり変らなく 

なる。そこで経営者をどう位置づける力S ということ 

が大きな問題になる。いわゆる'「経営者支配」論と北 

原氏の主張がどう違うのか，ということがここで問題 

になる。一般にマネジリアリズムの主張には，①株式 

分散によって「経営者支配」が進むというものと，② 

経営管理機能の複雑化によって，専門経営者が支配す 

るようになるという二つの主張が混在している力匕 

原氏の場合，両者が混在しながら①の方に重点がおか 

れている。それどころか，この本のキーワードが「会 

社それ自体」という概念であるとするなら，全体を貫 

ぬく論理の前提になっているのが株式分散と、うこと 

である。これまでのマルクス経済学者がバーリ，ミー 

ンズ以来の株式分散による「経営者支配J 論に対して 

さまざまな実証によってそれを否定しようとしてきた 

のに対し，北原氏は大胆に株式分散を認め「マネジメ

ント•コントロ一ルといわれる享態を......事実として

認め」ひ54頁)ていく。株式分散によってもはや大株主 

も会社を支配できなくなっているという認識ではマネ 

ジリアリストと北原氏は一致する。ただそれを「経営 

者支配」というか，「会社それ自体」の所有にもとづ 

く支配と呼ぶか，の違いがあるだけである。

ここではなにより享実の問題が争われる。株式分散 

がいくら進んだとしても，そのこと自体で株主による 

支配が消滅するわけではない。そういう会社があった 

とすれぱそれはチーク. オーバーの対象になるだろう。 

また一時的に支配者が空位の状態にあるとしてもそれ 

は勢力均衡の上での一種のボナバルチィズムのような 

ものであるかもしれない。そこで実！Eが必要になるの 

だが，北原氏はバーリ，ミーンズの実EEをそのまま受 

け入れているようである。しかし彼等の実証がかなり 

あいまいなものであることは早くから批判されてきた

97 (5ii)



「三田学会雑誌J 77巻 6 号 （1985年2月）

ところである。彼等の調査ではたまたま個人大株主を

見つけることができなかったために，これを「経営者

支配」と分類してしまった会社がかなりある。さらに 
CD

M. Ze itlinもいうように，アメリカの株主の分析には 

名« 人と真の所有者の区別をすることが必要だが，バ 

ーリ，ミーンズはもちろん，その後のマネジリアリス 

トもこれを行なっていない。アメリカでは株主が他の 

名義を使うということがしばしば行なわれているが， 

その名義人だけを見て，大株主がいないといってもそ 

れはナンセンスである。名義人を真の株主に遺元する 

という作業は1970年代になってメトカーフ委員会によ 

ってはじめて全面的に行なわれたが，バーリ， ミーン 

ズはもちろんラーナーもそれをやっていない。北原氏 

がなぜこのことを知りながら，バーリ， ミーンズやラ 

ーナ一の実誰をそのまま認めるのか理解できない。そ 

ういえばこれだけ大量の外国文献を引用しながら， 

Zeitlinの重要な論文に触れられていないのはなぜか。 

ひそかに思うに，北原氏はマネジリアリストの大量の 

文献を丹念に読むあまり，それらに引き付けられてし 

まったのではないか。従来のマルクス派の主張の不毛 

をつくのはよいが，そのあまり，事実認識においてマ 

ネジリアリストの主張に屈服してしまっているように 

感じられる。

なによりも重要なことは，20世紀後半における先進 

資本主義国での主要な値向は株式分散ではなく，株式 

所有の法人や機関への集中である。これはアメリカ， 

イギリス，西ドイツ，日本など，すべての先進資本主 

義国で起っていることだが，マネジリアリストの文献 

の山に囲まれる'あまり，享実を見る目がくもらされた 

のではないか。そしてその結果，株式分散を前提にし 

て，株式所有によらない支配を主要なものと思い，こ 

れを説明するために「会社それ自体」という概念を持 

ち出してきたのではないか。1930年代について書かれ 

た本から歴史を見るのではなく，1980年代の現実から 

30年代を逆に照射してみたらどうか。そうすれぱこれ 

まで見えなかったものが見え，マネジリアリストの誤 

りも分かったのではないか。

- 4 . 企業間結合の視点 

「会社それ自律」が株主から離れて自立していくと

いうことになれば，当然のことながら株主としての会 

社とその株式を所有されている会社との関係が見えな 

くなる。総じて北原氏のこの本では企業間結合の視点 

が欠けているように思えるが，これも株式分散を前提 

とする「会社それ自体」の自立論の当然の帰結である。 

たとえぱ100%出資の子会社の場合，親会社が「所有 

にもとづく支配」をしているというのはナンセンスで， 

これは親会社の一部分である事業部と同じ性格のもの 

だという（261頁)。 確かにそうかもしれない。 では50 

%所有ならどう力、。これを策会社が同族会社か，マネ 

ジメ ン ト . コ ン ト ロ一ル型かに分けて説明している 

(262直以下）力;， ここの説明は混乱していて， わかり 

にくい。そこでは「会社それ自体」による現実資本の 

所有という次元の話と，会社が株式を所有していると 

L、う次元の話が混同されて、るために説明が混乱して 

いるのではないか。このことは「巨大金融金業による 

株式保有と融資の意義」（327頁以下）を論じたところで 

も同じで，金融会社においてr会社それ自体」が成熟 

しているということと，その金融会社が他社の株式を 

所有しているということが混同されている。会社が株 

式を所有するというのは，会社所有にもとづいて，そ 

の会社の経営者が相手の会社を支配するということで 

ある。それは親会社の株式分散の状態とは関係のない 

話である。そもそも株式所有にもとづいて支配してい 

るかどうかということを議論している時に，親会社の 

株主がどうかということを問題にする必要があるのだ 

ろう力、。というのもここで重要なのは株式所有による 

企業間結合の問題であるが，それは株式分散を根拠と 

す る 「会社それ自体」論では説明できないのではない 

力、。

このような株式分散を根拠にした「会社それ自体」 

論を主張する北原氏にとって最も困ったことは日本の 

現実がそれでは説明できないということである。そこ 

で株式分散による「会社それ自体」論と会社による株 

式所有とをドッキングしようとしたのが補享「わが国 

巨大企業における所有と決定」であるが，株式分散と 

いう点ではr会社それ自体」が未成熟である日本にお 

いて，法人への株式集中= 株式持合いが進行してそれ 

が成熟したという矛盾した説明になる。

私は「会社それ自体」という概念は重要だとは思っ 

ているが，しかしそれは株主による所有と「会社それ

注 （1) M. Zeitlin "Corporate Ownership and Control: The Large Corporation and the Capitalist Class"— 

American Journal of Sociology 79/5, 1974.
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m
自体」による所有が二重化したという意味で，これが 

特に問題になるのは「会社それ自体」が他の会社の株 

主になり，さらに会社間での相互持合いが進行してい 

った時であると考える。おそらくそういう点では日本 

は最も進んでいるのだろうが，それだけに矛盾をはら 

んだものである。北原氏の場合r会社それ自体」はど 

のような矛盾を持つものであるのか不明である。最後

のところで変革主体に触れているが，国有化によって 

問題が解決されるかのようにいわれるのはあまりにも 

楽観的ではないか。

以上，あえて論点を明確にするために疑問点をあげ 

つらったが，しかしこれはこの本の値打ちを下げるた 

めではない。今後の討論が多くの人によってなされ， 

研究が深化するのを願ってのことである。

奥 村 ^  (龍谷大学経済学部教授）
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